
番号：坂出２－３

提出書類

　
*なお、入札時に技術資料を提出すること。

入　　札　　広　　告

下記の工事概要のとおり条件付一般競争入札に付します。

平成１９年８月１０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約責任者　本州四国連絡高速道路株式会社

工事場所
 自）岡山県都窪郡早島町早島2985（早島ＩＣ）
 至）岡山県倉敷市下津井田ノ浦1-24-11（下津井電気室）

 ・測定試験調整　　　　　　　 1式

工事内容及び概算数量

 ・その他付帯作業　　　　　　1式

 ・光ケーブル張替　　　　　　２,５００m

 ・光ケーブル接続　　　　　　 ３箇所

 光ケーブル（２８芯）の製作、張替（撤去・敷設）、接続、試験

 ・光ケーブル製作　　　　　　１,３００m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂出管理センター　所長　岡本　　泰臣

記

工  事  名  児島地区光ケーブル復旧工事

条件付一般競争入札における競争参加資格の入札後審査(簡易方式)の工事概要

入札予定時期  平成１９年９月中旬

 平成１９年８月１０日午前１０時から平成１９年８月２２日午後４時まで
（土曜日、日曜日、祝祭日除く）

 〒７６２－００２５

 本州四国連絡高速道路（株）坂出管理センター　　　担当：総務課

申
請
書
類

 ＴＥＬ（０８７７）４５－５５１１（代表）

 競争参加申請書

提出期間

 香川県坂出市川津町下川津４３８８－１

工      期  約３ヶ月

競
争
参
加
資
格
要
件

建設業法の
許可等

　 「電気通信工事」に係る建設業法（昭和２４年法律１００号）第３条の
規定に基づく国土交通大臣又は知事の許可及び同法第２７条の２３第
２項に規定する経営事項審査（平成６年建設省告示第1461号）第１の１
に規定する審査基準日が入札及び開札の１年７ヶ月前の日以降のも
のに限る）を受けていること。

　 高速自動車国道、自動車専用道路及び一般国道のいずれかにおけ
る交通規制を伴った光ケーブル敷設を実施した工事

有資格者
　 本州四国連絡高速道路（株）の平成１９・２０事業年度の工事入札参
加資格のうち、「保全施設工事」の認定を受け、「通信設備補修」を希望
している者

　 大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高
知県に建設業法の許可に基づく本店、支店又は営業所を有すること

地理的条件

 注）工事内容が判る契約書等の写しが必要

施工実績

提出先

共通事項  別掲「条件付一般競争入札（入札後審査【簡易方式】）」参加条件

　 平成９年度以降、元請けとして完成・引き渡しが完了した下記の工事
の実績を有すること


